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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更、 

イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 

 

令和４年９月８日の第９８回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウ

イルス感染症対策に関し、現下の感染拡大への対応として、「Withコロナに向けた政策の考

え方」が取りまとめられ（別添別紙１参照）、併せて｢新型コロナウイルス感染症対策の基本

的対処方針｣が変更されました（別添別紙２及び別紙３参照）。これを受けて、内閣官房新型

コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添について周知の依頼がありました。  

つきましては、貴会におかれましては、傘下会員に対し、周知をよろしくお願いいたしま

す。 

 

（別添）内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について」 

（別添別紙１）新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

「Withコロナに向けた政策の考え方」 

（別添別紙２）新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和４年９月８日変更) 

（別添別紙３）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和４年９月８日）（新旧対照表）  

 


